本事業は、組合員である中小企業及び小規模事業者の取引力強化促進を図るために行う組合ホームページやチラシの作成等に対して支援するものです。取引力強化推進事業補助金の公募について

 交付決定日 ～ 令和９年１月３０日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※補助事業の実施期間内に支払いを完了する必要があります。そのため、支払いは令和９年１月２９日(金)までに済ませてください。
　
※
ほ


具体的な事業内容
事業協同組合、商工組合、商店街振興組合、企業組合、協業組合等
　※構成員の内、半数以上が小規模事業者で組織されるものに限る　　
補助対象者
事業実施期間
・共同事業活性化
共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成などを行う事業
・受注促進
共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業
・ブランド構築
ブランド構築のため、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業
・取引条件改善
団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉など、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業
補助対象経費
謝金､旅費､消耗品費､会議費､印刷費､会場借上料､雑役務費､通信運搬費､委託費
※応募については本会ホームページに掲載の公募要領等をご参照ください。
  　  詳細やご不明な点につきましては本会連携推進課までお問い合わせください。

～ お問い合わせ先 ～
群馬県中小企業団体中央会
　　　　 経営支援部 連携推進課
〒371-0026　群馬県前橋市大手町3-3-1
　　　　　　（群馬県中小企業会館内）
　　　　　　TEL　027-232-4123
　　　　　　FAX　027-234-2266
令和８年６月１５日（月） ～ 令和８年７月３１日（金）（締切日必着）
公募期間
５０万円（税抜）を上限とし、補助対象経費総額の２／３を助成　※下限額：１０万円

補助金額

